
初回手続と必要書類

役場から「お知らせ」が届く

高額療養費の支給申請手続きを簡素化します

北塩原村国民健康保険

令和8年4月該当分から、高額療養費の申請方法が変わります。

これまでは月ごとに申請が必要でしたが、初回に「特例手続」を行うことで、

次回以降の申請が不要になり、指定口座へ自動的に振り込まれます。

北塩原村役場　保健福祉課福祉係

電話　0241-23-3113

〒966-0485　福島県耶麻郡北塩原村大字北山字姥ヶ作3151番地

以下に該当すると自動振込が停止されます

高額療養費に該当する月ごとに

申請書を記入して役場窓口に提出

×国民健康保険税に滞納が生じた場合

×国民健康保険の世帯主が死亡または変更になった場合

×指定口座に振込ができなくなった場合　　　　　　　　
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「月ごとの申請」が必要 「１回の申請」でOK

月ごと

初回に特例手続をすれば

次回以降は申請不要で自動振込

初回の
み

いままで これから

高額療養費の対象世帯には、村から
「支給該当のお知らせ」が届きます。

必要書類を準備 役場窓口で申請

①支給申請書、②特例手続用申請
③世帯主名義の通帳写し、④印鑑

役場本庁保健福祉課または
裏磐梯合同庁舎に提出

１ ２ ３

振込日は通知書で確認

支給金額や支給日は

「高額療養費支給決定通知書」

でお知らせします。　　　　　　　　



高額療養費とは

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月（月の初めから終わりまで）

で限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
※入院時の食事代や差額ベッド代等は含みません。

高額療養費における自己負担限度額

【70歳未満の方】

【70歳以上75歳未満の方】

※１ 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

※２ 過去12か月以内に高額療養費の支給が４回以上あった場合の４回目以降の限度額です。

「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」を提示することにより

医療機関等での窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
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